
T s u C i t y

２億２,３２９万２,０００円(令和８年度予算)

５－(１)－① 救急搬送５.保健・医療

津市の二次救急医療～搬送時間の短縮に向けて～
令和６年４月から
変わりました

現在、津市では市内８つの民間病院のご協力により、平日の夜間時
間帯と、土・日曜日および祝・休日の全時間帯で３６５日輪番体制
を組み、救急搬送患者を受け入れていただいています。

永井病院、遠山病院、武内病院、岩崎病院、吉田クリニック、
津生協病院、三重中央医療センター、三重大学医学部附属病院

平日の夜間時間帯（１８時から翌朝８時３０分）
土・日曜日および祝・休日の全時間帯（８時３０分から翌朝８時３０分）

輪番病院（８病院）

輪番時間帯

これまでの輪番体制

毎曜日

令和５年６月から、三重大学医学部附属病院が輪番に週１回参画

全ての曜日で、整形外科患者の受け入れ体制を含め、
三重大学医学部附属病院が輪番体制をバックアップ

津市支援額

内科・外科

整形

輪番１～２病院

輪番１病院

新しい輪番体制

毎曜日

輪番１～２病院

輪番１～２病院が処置中、ベッド満床な
どの状況で受け入れ困難な場合

出展：総務省消防庁『救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査』 125

救急出動件数・搬送人員

重症以上傷病者搬送時の現場滞在時間が３０分以上の件数の割合

令和7年の救急出動件数は18,038件で、過去最多となった令和
5年から高い水準で推移しています。

（速報値）

（速報値）

重症以上傷病者搬送時の病院照会回数が4回以上の件数の割合

(％)

(％)

令和６年に大幅に減少しました。

令和６年に大幅に減少しました。
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令和６年５月１日号 広報津より

５－(１)－②【市長コラム】新しくなった救急車の受け入れ体制
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問題点

二次救急輪番における腹部救急バックアップ体制の運用と効果

① 二次救急輪番病院へ、虫垂炎など緊急開腹
手術が必要な患者を救急搬送

② 救急搬送を受け入れた二次救急輪番病院で
は、緊急手術が可能な状態でなく、緊急
開腹手術に対応できない

③ 緊急開腹手術が可能な他の二次救急医療機
関を探すために時間を要するケースが発生！

④ 緊急開腹手術が可能な医療機関によるバッ
クアップ体制づくりが必要！

腹部救急バックアップ体制の効果
（消化管疾患救急搬送実績）

５－(１)－③ 二次救急医療体制のさらなる充実に向けた取組

二次救急輪番における腹部救急に係る課題

消化管疾患救急搬送実績について、4回以上の照
会回数の割合を比較すると、平成28年以降その割合
が減少傾向にあり、効果が見られています。

三重大学医学部附属病院が、二次救急医療機関の若手医師を集めてワーキンググループを設置し、課題解決
に向けた対応を協議。津地区医師会二次救急医療体制協議委員会において、ワーキンググループにおける協議
結果が報告され、平成28年4月から緊急開腹手術が可能な３病院（永井病院、遠山病院、三重中央医療セン
ター）での医師待機及び三重大学医学部附属病院医師の派遣待機によるバックアップ体制が構築されました。
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平成２８年１２月１日号 広報津より

５－(１)－④【市長コラム】命を救う～進化する救急搬送～
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応急診療所
名 称

診療
科目

診療日 診療時間

津市こども応急
クリニック
・休日デンタル
クリニック

小児科

毎夜間 ２０：００～２３：００
(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
12月31日～1月3日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

歯 科

祝・休日（１月１日及び日曜日と
重なる日を除く）、１月２日、
５月３日・４日・５日

１０：００～１２：００

１２月３１日
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

津市久居休日
応急診療所

内 科
日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

津市応急
クリニック

内 科

毎夜間 １９：３０～２３：００
(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

市内３つの応急診療所の現状と救急医療が抱える問題を踏まえ、
市民が休日や夜間において安心して受診できる新しい応急診療
所の整備の検討

平成２５年４月２３日 津市応急診療所整備検討会を設置（全８回実施）
平成２５年９月１９日 検討会から「新たな応急診療所整備に関する

提言書」の提出

平成２９年４月１日 津市応急クリニックの供用開始

５－(１)－⑤ 津市応急クリニック

診療科目 診療日 受付診療時間

内科
※おおむね
16歳以上

毎夜間 １９時３０分～２３時
(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０時～１２時
１３時～１６時

津市では、初期救急医療体制の充実を図るため、津リージョ
ンプラザ内の津市夜間成人応急診療所の移転整備工事を進めて
きました。
平成２９年４月１日（土）から、お城西公園西隣に場所を移

し、津市応急クリニックとして診療を開始しました。
津市応急クリニックは、津地区医師会、久居一志地区医師会

及び津薬剤師会などの協力を得て、これまで津市夜間成人応急
診療所で行ってきた毎夜間の診療に加え、日曜日、祝・休日及
び年末年始の昼間も診療を実施するなど、市民の皆様が休日や
夜間に安心して受診できる新たな応急診療所として生まれ変わ
りました。

急病で受診する人
が落ち着いて治療
を待てるよう、広い
スペースを確保

年末年始などの繁
忙期にも対応でき
るよう、診察室を2
室に増室

新たに設置した処
置室では、心電図検
査などが可能に

感染症の流行期ま
たは新型インフルエ
ンザなどに対応で
きるよう新しく設置

待合室 診察室 処置室 特別診察室

夜間に加え、日曜日、祝・休日、
年末年始の昼間も診療を行います！

●令和４年４月１日以降の応急診療所の体制

平成１９年１１月１日に津市夜間成人応急診療所を津リージョ
ンプラザ内に暫定的に開設

津市応急クリニック利用実績 （人）

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

令和7年度 275 370 246 362 470 409 279 806 652 823 - - 4,692

令和6年度 379 484 326 628 587 455 270 355 1,113 1,380 409 362 6,748

令和5年度 337 520 385 734 829 720 433 603 847 1,228 651 446 7,733129
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津市家庭医療クリニック

診療科目 診療日※ 診療時間

内科、外科、小児科、心療内科 月～木曜日 8時30分～11時30分

訪問診療 月・木曜日 13時～16時

これまでの経緯

診療科目 診療日 診療時間

内科、外科、小児科、心療内科 水曜日 13時～16時
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５－(１)－⑥ 津市家庭医療クリニック

三重県病院事業庁、県立一志病院及び三重大学医学部と協議を行い医師を確保

地域医療の拠点として八幡地区の奥津に新たに診療所を設けるとともに、
伊勢地地区への巡回診療と竹原診療所への医師派遣の方針を決定

平成２７年４月
美杉地域の持続可能な地域医療の確保を図るた
め、美杉地域の地域医療を考える場として、美杉
地域医療在り方検討会を設置

平成２７年９月２９日
美杉地域医療在り方検討会から
「美杉地域医療の在り方に関するまとめ」が提出

平成２８年３月１日
美杉地域の７地区の自治会連合会長が連名で、まとめに
基づく医療体制の早期実現に向けた要望書が提出

津市の国民健康保険診療所として、竹原診療所に続いて２カ所目の開設

津市コミュニティバス
津市家庭医療
クリニック北

津市家庭医療クリニック
美杉町奥津９２９番地

津市美杉高齢者生活福祉センター内

美杉地域医療の在り方に関するまとめ

「美杉地域全体を担うことができる中心的な
位置で、公共交通の結節点など通院しやすい
場所に整備」との提言

ＪＲ名松線伊勢奥津駅周辺で、「津市美杉高齢
者生活福祉センター」内へ開設を決定

平成29年4月3日
診療開始！

美杉地域における地域医療の確保のた
め、美杉町奥津地内の美杉高齢者生活福
祉センター内に「津市家庭医療クリニック」
を設置。三重県立一志病院の協力を得て
医師の派遣を受け、全ての年代のさまざ
まな健康問題に幅広く対応しています。
また、通院が困難な患者の家には、医師
が定期的に診療に伺い、計画的な健康管

家族全員の健康問題に幅広く親身になって対応します！

津市家庭医療クリニック

巡回診療（伊勢地地域住民センター）

※祝・休日、12月29日～1月3日を除く

※祝・休日、12月29日～1月3日を除く

■利用実績

理を行う「訪問診療」を行います。さらに週１回、美杉町石名原地内にある伊

勢地地域住民センターで巡回診療も行います。

これまでの経緯

５.保健・医療

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

診療日数 191日 166日 179日 185日 191日

患者数 2,522人 2,722人 2,537人 2,200人 1,766人

１日当たりの
患者数

13人 16人 14人 12人 9人

診療日数 66日 55日 45日 48日 43日

患者数 167人 145人 108人 103人 81人

１日当たりの
患者数

3人 3人 2人 2人 2人

診療日数 50日 48日 48日 49日 51日

患者数 613人 674人 531人 423人 356人

１日当たりの
患者数

12人 14人 11人 9人 7人

外来
診療

訪問
診療

巡回
診療
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平成２９年３月１日号 広報津より

５－(１)－⑦【市長コラム】地域医療を守ります
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５－(１)－⑧ 市公共施設におけるＡＥＤの屋外移設化の推進

ＡＥＤの屋外移設化の経緯

小学校、中学校および義務教育学校におけるＡＥＤの屋外移設化の取り組み

小学校や中学校、公民館、総合支所、保健センターなど市の公共施設には、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）が設置されてい
ますが、これまでは施設内に設置されており、施設が施錠されている夜間や休日にＡＥＤを使用することはできませんでした。
地域懇談会や地域住民から「小学校などにはＡＥＤが設置されているが、夜間や休日には鍵がかかっているので、万一の際

に利用することができない。２４時間利用が可能なＡＥＤを設置してほしい。」との声がありました。

地域懇談会や地域住民からの声を受け、万一の事態の備えとして、まずは小学校、中学校および義務教育学校のＡＥＤを屋外に移設す
ることを決定し、平成３０年６月には白山地域の小中学校６校のＡＥＤを屋外に移設しました。令和元年９月に残り６３校のＡＥＤを屋
外に移設することにより、市内全ての小学校、中学校および義務教育学校のＡＥＤを屋外に移設しました。

平成３０年度設置箇所

家城小学校 川口小学校 大三小学校 倭小学校 八ツ山小学校 白山中学校

市公共施設におけるＡＥＤの屋外移設化の推進

津市では、小学校、中学校及び義務教育学校だけではなく、市公共施設に設置して
いるＡＥＤをリース契約の更新などに合わせ、平成３０年以降、屋内から屋外に順次
移設を行っており、令和７年度時点で計２８１台の移設が完了しました。各公共施設
での設置場所は、津市のホームページ上で公開しています。
また、令和５年度には、ＡＥＤのケース内に、いざという時でも救助を必要として

いる方のプライバシーを守り、かつ救助者が躊躇せずＡＥＤを使用できるように、胸
部を覆うことや止血や固定等、様々な方法で利用出来る三角巾を配備しました。
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屋外移設数の状況
（平成30年度～令和７年度）

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

６台 141台 38台 14台 25台 56台 該当無し １台

５.保健・医療



T s u C i t y

三重県の主な役割

・財政運営の責任主体

・国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

・市町ごとの標準保険料率を算定・公表

・保険給付費等交付金の市町への支払い

市町
・国の財政支援の拡充
・都道府県が、国保の
運営に中心的役割を
果たす

◆【平成３０年３月以前】市町が個別に運営 ◆【現行（平成３０年４月以降）】三重県が運営責任主体となり中心的役割を担う

三重県

三重県が市町ごとに決定した国保
事業費納付金を三重県に納付

給付に必要な費用の全額を各市町へ支払い

【構造的な課題】
・年齢が高く医療費水準が高い
・低所得者が多い
・市町村間の格差 など

市町

市町

市町

市町
市町

市町の主な役割

・国保事業費納付金を三重県に納付

・資格を管理（被保険者証等の発行）

・標準保険料率等を参考に保険料率を
決定、保険料の賦課・徴収

・保険給付の決定、支給

国

低所得者対策や医療費
の適正化に向けた取組
等に対する支援などと
して毎年全国で総額約
3,400億円の財政支援の
拡充等を実施

●医療の高度化等により、医療費が年々増加
●少子高齢化の進展による現役世代の負担増
●年齢が高く、かつ医療費水準も高い国保の構造的な
課題

国の動き

将来への国民皆保険の堅持に向けて制度を改革

・医療保険制度の安定化
・世代間・世代内の負担の公平化
・医療費の適正化

津市におけるこれまでの運営状況

・平成２６年度に単年度収支で約７億
円、続く平成２７年度も約８.６億
円の赤字となり、平成２８年度に保
険料率を改定。

・後期高齢者医療制度への移行や被用
者保険の適用拡大等により被保険者
数は年々減少する一方、医療の高度
化や被保険者の高齢化などにより、
一人当たり医療費は増加。

５－(２) 国民健康保険
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５－(３)－① 妊産婦医療費助成

◆妊産婦医療費助成の拡充（令和６年９月から）

こども・子育て政策を一層充実させるため、妊産婦医療費助成を拡充。

対 象 者：所得制限を撤廃し、妊娠５か月以上から出産した翌月の末日までにある全ての
妊産婦を対象。

助成内容：対象者が医療機関を受診された場合、お支払いされた保険診療分の医療費の自
己負担額のうち本人負担額（1,500円）を廃止し、医療費の全額を窓口無料。

実 績：

昭和４８年９月、旧津市において乳幼児や障がい者などを対象として行っていた医療費
助成の対象を拡大し、妊産婦の保健の向上を目的とするものとして「妊産婦医療費助成
制度」を創設。現在も県内では津市のみが実施。

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

助成人数（人） 4,820 4,677 4,250 4,646 4,159 4,019 5,580 

助成額（円） 40,448,203 39,968,542 39,047,859 42,649,189 39,582,419 37,772,971 59,007,144 
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【令和６年度の医療費助成額の実績】

対象 通院 入院 合計

未就学児 309,660千円 66,213千円 375,873千円
（うち三重県補助金：177,781千円）

小学生 386,473千円 21,002千円 407,475千円
（うち三重県補助金：192,728千円）

中学生 156,439千円 12,908千円 169,347千円
（うち三重県補助金：6,105千円）

合計 852,572千円 100,123千円 952,695千円
（うち三重県補助金：376,614千円） 135

市負担 市負担

市負担 市負担

０歳～小学生入通院 ・中学生入院

現行

中学生通院 高校生入通院

現行 令和８年４月以降

小学生までの
入通院及び
中学生の入院
は窓口無料も
県補助対象

窓口無料 実施

所得制限撤廃分
は県補助対象外

窓口無料に
伴う波及増

所得制限撤廃
に伴う波及増

県補助
なし

窓口無料 実施窓口無料 実施

市負担 市負担

市負担 市負担

市負担 市負担

市負担
１/２

市負担
１/２

県補助金
１/２

県補助金
１/２

窓口無料に
伴う波及増

所得制限撤廃
に伴う波及増

県補助
なし

窓口無料に
伴う波及増

所得制限撤廃
に伴う波及増

５－(３)－② 子ども医療費の助成拡大５.保健・医療

【子ども医療費の助成状況】 令和８年３月現在
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５－(３)－③ こどもと妊産婦の医療費助成の拡充

妊産婦 未就学児 小中学生
高校生年代

（１８歳年度末まで）

概要
令和６年８月まで

妊娠５か月以上から出産した
翌月末日までにある妊産婦を対
象に、本人負担額（1,500円）
を控除して、医療費を助成（償
還払い、所得制限あり）

未就学児を対象に、医
療費の自己負担分を助成
（窓口無料、所得制限あ
り）

小中学生を対象に、医
療費の自己負担分を助成
（償還払い、所得制限あ
り）

経緯

昭和４８年９月、旧津市にお
いて乳幼児や障がい者などを対
象として行っていた医療費助成
の対象を拡大し、妊産婦の保健
の向上を目的とするものとして
「妊産婦医療費助成制度」を創
設。
現在も県内では津市のみが実

施。

従前は償還払いで実施
していた医療費助成を、
平成３０年９月診療分か
ら窓口無料化

医療費の自己負担分を償
還払いにより助成

拡充内容

【令和６年９月から】
所得制限を撤廃、本人負担額

も廃止し、妊娠５か月以上から
出産した翌月末日までにある全
ての妊産婦を対象
助成方法は窓口無料

【令和６年９月から】
所得制限を撤廃し、全

ての未就学児を助成対象

【令和６年９月から】
所得制限を撤廃し、全

ての小中学生を助成対象
助成方法は窓口無料

【令和８年４月から】
所得制限なく全ての

高校生年代を対象とし
て医療費の自己負担分
を助成
助成方法は窓口無料

令和８年度予算 ７，８８７万円
１４億３７５万円

（うち県補助金４億３，６６０万円）
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● 思うように働くことができず、扶養する家族の負担も大きくなりがちである
● 向精神薬の副作用で体調を崩すことがあり、精神科以外にも診療が必要なことが多い
● 金銭面の不安から、必要な診療を受けることができない

精神障がい者の医療費負担に関する現状

精神２級の通院医療費助成（１／２）を実施

総合的な健康づくり経済的負担の軽減 障がい者の自立を支援

５－(４) 精神２級通院医療費の助成拡大

平成３０年９月診療分から新たに精神障害者保健福祉手帳２級所持者の通院

医療費を助成対象に加え、１／２の助成を実施！
平成20年9月
～平成30年8月

○：三重県補助事業
◎：津市単独事業

対象者

対象医療費

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

１
級

２級
３
級

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ １級 ２級

通 院 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ －

入 院 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

新たな助成対象

精神障がい者の医療費に対する声や要望が多く寄せられていた

令和６年度の実績

扶助費 約4,923万円

令和８年度の関係事業予算 6,893万円
内訳 扶助費 5,783万円

手数料 1,110万円
受給対象者 約1,630人
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５－(５) 津市第４次健康づくり計画の推進

～津市第４次健康づくり計画（計画期間：令和６年度～令和１７年度）を策定～

「こころ豊かに楽しく元気に暮らそう」を大目標に健康づくりを推進します

津市のみなさんの健康の様子や意識

朝ごはんを毎日食べている人の割合

意識して体を動かしている人の割合

■ 朝ごはんを毎日食べている人は
１８～２０歳代に少ない

■ 意識して体を動かしている人は
１８～４０歳代の女性で半数以下

津市の全死亡における死因別割合

■ 生活習慣病による死亡が約半数

妊娠期・子育て期から高齢期までの
ライフステージに応じた
健康づくりに取り組みます

計画の体系図「計画策定のためのアンケート調査（令和４年度）」より

「計画策定のためのアンケート調査（令和４年度）」より

「三重県の人口動態（令和３年）」より

●食生活・栄養

対象：子育て期（乳幼児期）
朝ごはんを毎日食べる人が増加する

●運動

対象：子育て期（乳幼児期）・青壮年期
日常生活の中で体を動かす人が増加する

●生活習慣病・がん

対象：青壮年期（２０～３０歳代）
健康診査とがん検診の受診率が向上する

分野 目標 ３つの強化分野と重点的に取り組むこと

津市第４次健康づくり計画では、大目標の実現を目指すために、１０分野ごとに

健康づくりの取組を行うこととしています。また、「食生活・栄養」「運動」「生活習慣

病・がん」の３分野を強化分野とし、関係部局や地域の社会資源と連携しながら重

点的に取り組みます。地域特性を生かし、人と人とのつながりを大切にした健康づ

くりを市民や地域とともに進めます。
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1 計画の位置づけ

５－(６) 津市第２次自殺対策計画の推進

基本理念 市民とともに「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します

●自殺対策基本法第13条第2項に基づき策定
●津市総合計画及び津市第４次健康づくり計
画等市の関連計画との整合性を図る

２ 計画期間

令和6年度から令和10年度までの5年間

３ 数値目標

自殺死亡率を、令和10年に12.2まで減少させる

４ 津市の現状

５ 自殺対策を進めるための方針

市民が自殺に至る心情や背景を理解し、自らのこころの不調や周りの人の不調に気づ
き、自殺を予防する行動につながるよう、全庁的な自殺対策の取組を進めます。

⑴ 「自殺はその多くが防ぐことのできる
社会的な問題」と認識します。

⑵ 庁内の事業に自殺対策
（生きることの包括的な支援）の
視点を反映させます。

⑶ 精神保健的な視点だけでなく、
社会・経済的な視点を含む包括的な
取組を行います。

⑷ いのち支える自殺対策のネットワークを
更に強化して、市民へのアプローチを
効果的に進めます。

６ 自殺対策の取組の体系

「生きることの包括的な支援」として推進
課題を解決するための取組
【自殺対策を進めていく上での基盤づくり】
⑴ 地域における関係団体とのネットワークの構築・連携
⑵ 自殺対策を支える人材の育成
【市民へのアプローチ】
⑶ 市民への啓発と周知の推進
⑷ 命を守る教育の推進
⑸ 相談支援体制の充実
⑹ 安心して集うことができる居場所づくり
⑺ 自殺リスクの高い人（高齢者、生活困窮者、働く世代、
慢性疾患等を持つ人、女性、外国人住民）への支援の充実
⑻ 自殺念慮のある人への支援
⑼ 自殺未遂者、遺された人への支援の充実
生きることの支援に関連する取組
自殺対策の視点を取り入れた取組の推進 139

いのち支える自殺対策のネットワークのイメージ図

５.保健・医療

●自殺者数
･令和６年：３９人（男性２５人、女性１４人）
・平成３１年～令和５年平均では、
男性は50歳代、女性は６０歳代が多い

●自殺死亡率（人口１０万人当たり自殺死亡者数）

・令和６年：１４.４

●自殺の原因・動機
・令和２年～６年累計では、
「健康問題」 「家庭問題」 「勤務問題/経済・
生活問題」の順
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５－（７） 胃がん検診二重読影体制の整備５．保健・医療 ５－(７) 胃がん検診二重読影体制の整備５.保健・医療
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産後うつの予防や妊産婦の自殺予防、新生児への虐待予防等を図る

ため、産後2週間、産後1か月など産後間もない時期の産婦に対する健

康診査(母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等)に

かかる費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対

する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体

制を整備します。

５－（８） 産婦健康診査の費用助成

産婦健康診査事業の目的

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問

票(EPDS)、NICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドラインで推奨

されるうつ病に関する2項目質問票

※エジンバラ産後うつ病質問票の実施が必須です

内容 (三重県の産婦健康診査事業実施マニュアルに準ずる)

2回 (1回目：出産後2週間前後 2回目：出産後1か月前後)
※受診期限：出産後62日以内

回数(受診時期)

受診日に津市に住民登録がある、産後おおむね１か月以内の産婦

対象者

●未受診の場合は、医療機関より受診勧奨を実施。必要に応じ、
保健センターより受診勧奨通知の送付、訪問等にて支援します。

●受診の結果、支援が必要な場合は、医療機関にて経過観察、精神
科や小児科へ紹介、保健センター等相談窓口への情報提供を行い、
継続して支援します。

支援体制

津市産婦健康診査実施医療機関または助産所

受診場所

事業の開始時期

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援

妊婦等包括相談支援事業：伴走型相談支援

産後ケア事業

妊娠 乳児 幼児出産

妊
娠
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

妊婦一般健康診査(14回)
❉多胎妊婦 追加５回分健診費用助成

赤
ち
ゃ
ん
訪
問

(

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業)

乳
児
一
般
健
康
診
査

(

4
か
月
児
・10
か
月
児)

1
歳
6
か
月
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査

新
生
児
聴
覚

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

妊婦歯科健康診査

産婦の心身の不調や産後うつ等を防ぐ
ため、母子への心身のケアや育児サポー
トを実施

1
か
月
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

２
回

(

産
後
2
週
間
、
1
か
月
頃)

1回目
の面談

２回目
の面談

(希望者)

３回目
の面談

◎ママのすこやか応援プランを作成

(相談先：地区担当の保健センターを紹介)

◎妊娠期からの気がかりに寄り添い、今後の希望や目標を聞きながら、

状況に合った妊娠・出産・子育てプランになるようサポートプランを作成。

５.保健・医療

令和３年７月１日

無料 ✽市外・県外の医療機関で受診する場合も上限5,000円を費

用助成します。

受診費用

妊娠
８か月頃
アンケート
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５－(９） 妊婦無料歯科健康診査事業

産後ケア事業

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援

妊娠 乳児 幼児出産

妊娠期は、女性ホルモンの影響やつわりにより、口腔清掃の不

良や生活・食習慣の変化などで、口腔衛生環境が悪化しやすい傾

向にあるため、歯科健康診査費用を無料化することにより経済的

負担を軽減し、妊婦の口腔衛生環境の悪化を予防し、生まれてく

る子どもの健康を守ります。

妊婦無料歯科健康診査の目的

妊
娠
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

赤
ち
ゃ
ん
訪
問

(

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業)

乳
児
一
般
健
康
診
査

(

4
か
月
児
・10
か
月
児)

1
歳
6
か
月
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査

無料

＊市外・県外の医療機関等で受診する場合も上限3,000円を
費用助成。

＊妊娠中に１人につき１回の歯科健康診査費用が対象

妊婦等包括相談支援事業：伴走型相談支援

問診、口腔診査(歯の状況、歯肉の状態など)、保健指導

内容

保健センターで母子健康手帳の交付時に「妊婦歯科健康診査票」を受
け取り、必要事項を記入後、歯科医療機関へ提出し、検査を受診します。

＊歯科健康診査に係る費用は無料
＊市外・県外の歯科医療機関で受診の際、健診費用を自己負担した場合
は、保健センターで償還払いの手続きを行うことで上限3,000円の費
用助成を受けることができます。

助成の受け方

受診日に津市に住民登録がある妊婦

対象者

新
生
児
聴
覚

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

妊婦歯科健康診査

1回目
の面談

２回目
の面談

(希望者)

３回目
の面談

受診費用

産婦の心身の不調や産後うつ等を
防ぐため、母子への心身のケアや
育児サポートを実施

1
か
月
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

２
回

(

産
後
2
週
間
、
1
か
月
頃)

妊婦一般健康診査(14回)
❉多胎妊婦 追加５回分健診費用助成

◎ママのすこやか応援プランを作成

(相談先：地区担当の保健センターを紹介)

◎妊娠期からの気がかりに寄り添い、今後の希望や目標を聞きながら、状

況に合った妊娠・出産・子育てプランになるようサポートプランを作成。

５.保健・医療

事業の開始時期

令和６年９月1日

妊娠
８か月頃
アンケート

142



T s u C i t y

新生児聴覚スクリーニング検査に係る費用の助成を行うことで、子

どもの聴覚障がいの早期発見と早期支援を図り、子育て家庭における

経済的負担を軽減します。

５－（１０） 新生児聴覚スクリーニング検査の費用助成

新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業の目的

受診日に津市に住民登録がある新生児※

対象者

新生児１人につき3,000円

※生後１か月までに受けた検査が対象(ただし、疾患等で生後１か月ま
でに受検ができなかった場合で医師が必要と判断した場合は対象)

＊初回検査の結果、「再検査を要する（リファー）」場合は、再検査
も助成対象

＊検査費用が3,000円に満たない場合、検査費用の額のみ助成対象

助成額

自動ABR（自動聴性脳幹反応）またはOAE（耳音響放射）検査

対象の検査

保健センターで母子健康手帳の交付時に「新生児聴覚スクリーニ
ング検査費用助成券交付申請書（兼）助成券」を受け取り、必要
事項を記入後、医療機関へ提出し、検査を受診します。

＊検査は出産後入院中に、分娩取り扱い医療機関等で行います。
＊医療機関の窓口では、助成額（3,000円）を除いた金額を支払い
ます。

＊市外・県外の医療機関で受診の際、健診費用を自己負担した場
合は、保健センターで償還払いの手続きを行うことで上限3,000
円の費用助成を受けることができます。

助成の受け方

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援

妊婦等包括相談支援事業：伴走型相談支援

産後ケア事業

妊娠 乳児 幼児出産

妊
娠
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

妊婦一般健康診査(14回)
❉多胎妊婦 追加５回分健診費用助成

赤
ち
ゃ
ん
訪
問

(

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業)

乳
児
一
般
健
康
診
査

(

4
か
月
児
・10
か
月
児)

1
歳
6
か
月
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査

新
生
児
聴
覚

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

妊婦歯科健康診査

産婦の心身の不調や産後うつ等を防
ぐため、母子への心身のケアや育児サ
ポートを実施

1
か
月
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

２
回

(

産
後
2
週
間
、
1
か
月
頃)

1回目
の面談

２回目
の面談

(希望者)

３回目
の面談

５.保健・医療

事業の開始時期

令和５年４月１日

妊娠
８か月頃
アンケート

◎ママのすこやか応援プランを作成

(相談先：地区担当の保健センターを紹介)

◎妊娠期からの気がかりに寄り添い、今後の希望や目標を聞きながら、

状況に合った妊娠・出産・子育てプランになるようサポートプランを作成。
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５－（１１） １か月児無料健康診査事業

保健センターで母子健康手帳の交付時に「１か月児健康診査受診
票兼結果票」を受け取り、必要事項を記入後、医療機関へ提出し、
検査を受診します。

＊健康診査に係る費用は無料
＊市外・県外の医療機関で受診の際、健診費用を自己負担した場
合は、保健センターで償還払いの手続きを行うことで上限6,000
円の費用助成を受けることができます。

出生後１か月を経過した乳児の成長・発達、健康状態について確

認する健康診査にかかる費用を無料化することで、子どもの健康を

守り、子育て家庭における経済的負担を軽減する。

１か月児無料健康診査事業の目的

問診、診察、身体計測、育児相談

内容

助成の受け方受診日に津市に住民登録がある乳児

※健康診査の受診時期は、おおむね生後1か月

対象者

無料

＊市外・県外の医療機関等で受診する場合も上限６,000円の
費用を助成。

＊生後２か月未満で受けた健康診査が対象

受診費用

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援

妊婦等包括相談支援事業：伴走型相談支援

産後ケア事業

妊娠 乳児 幼児出産

妊
娠
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

妊婦一般健康診査(14回)
❉多胎妊婦 追加５回分健診費用助成

赤
ち
ゃ
ん
訪
問

(

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業)

乳
児
一
般
健
康
診
査

(

4
か
月
児
・10
か
月
児)

1
歳
6
か
月
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査

新
生
児
聴
覚

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

妊婦歯科健康診査

妊娠
８か月頃
アンケート

産婦の心身の不調や産後うつ等を防
ぐため、母子への心身のケアや育児サ
ポートを実施

1
か
月
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

２
回

(

産
後
2
週
間
、
1
か
月
頃)

◎ママのすこやか応援プランを作成

(相談先：地区担当の保健センターを紹介)

◎妊娠期からの気がかりに寄り添い、今後の希望や目標を聞きながら、状

況に合った妊娠・出産・子育てプランになるようサポートプランを作成。

1回目
の面談

２回目
の面談

(希望者)

３回目
の面談

５.保健・医療

事業の開始時期

令和６年１月１日
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産後ケア事業

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援

妊娠 乳児 幼児出産

５－(１２)－① 津市産後ケア事業５.保健・医療

産後ケア事業の目的

妊
娠
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

赤
ち
ゃ
ん
訪
問

(

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業)

乳
児
一
般
健
康
診
査

(

4

か
月
児
・
10

か
月
児)

1

歳
6

か
月
児
健
康
診
査

3

歳
児
健
康
診
査

◎ママのすこやか応援プランを作成(相談先として地区担当の保健
センターを紹介)

◎妊娠期からの支援が必要な場合は、 「妊産婦支援計画」を作
成し、地区担当保健師が継続支援を実施

妊婦等包括相談支援事業：伴走型相談支援

利用方法

対象者

新
生
児
聴
覚

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

妊婦歯科健康診査

1回目
の面談

３回目
の面談

妊娠
８か月頃
アンケート

利用回数と利用できるサービスの種別

産婦の心身の不調や産後うつ等
を防ぐため、母子への心身のケア
や育児サポートの実施

1

か
月
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

(

産
後
2

週
間
、
1

か
月
頃)

助産師や看護師が中心となり、母親の身体的な回復や心理的な安定を
促進し、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できる
よう支援し、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行います。

ケアの内容

●産後の母体の回復に必要な環境整備および生活面の指導
●乳房のケア（乳房の手当て、乳房トラブルのケア）、授乳指導
●育児指導
（夜泣きへの対応、抱っこの仕方、沐浴実施・指導、排泄の世話など）
●育児についての相談
●乳児の出生後の経過及び発育状態の観察
●その他必要とする保健指導

津市に住民登録がある者かつ、出産後１年未満で産後ケア事業を必要
とする者、およびその子で自宅において養育が可能である者。また、流
産あるいは死産から１年未満の者。

その他、地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から発注者が必
要と認める者で、発注者による産後ケア事業利用承認を受けた者。

妊婦一般健康診査(14回)
❉多胎妊婦 追加５回分健診費用助成

はじめて利用を希望するときは、保健センターに連絡します。
その後、保健センターで初回面談を行い、必要となるケアや利用施設、

利用日等の相談をします。面談後に電子申請（二次元コード）で利用券
の交付申請を行います。郵送にて利用券（７回分）を受け取った後、予
約施設で予約日に利用します。毎回、利用券を施設に渡して利用します。

１回の妊娠・出産につき上限７回
３つのサービス種別：宿泊型、通所型、訪問型

委託料のおおよそ１割の自己負担額。課税世帯：宿泊型（母と児）3,500
円（母のみ）3,000円、通所型2,000円、訪問型1,200円。
非課税世帯ほぼ半額、生活保護世帯無料、多胎児は追加負担額あります。

２回目
の面談

(希望者)

事業の開始時期

平成２６年１１月１日

利用にかかる自己負担額
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13,733,500円

対応

令和８年度～
産後ケア事業の拡充

５－(１２）－② 津市産後ケア事業の市内の宿泊型サービス拡充事業５.保健・医療

これまでの平日昼間に加え、夜間や休日でも専門職に相談でき、
急に不安を感じたときにも利用でき、兄姉や生後４か月以降の児
と一緒に宿泊できるサービスへの拡充を図ります。

■宿泊型サービスの拡充

通所型
サービス

訪問型
サービス

●産後ケア事業の利用者が増加しており、他自治体で事業実施中

に事故が発生したことから、安全管理の強化のため、令和７年度に

津市安全管理マニュアルを策定

●夜間、土日・祝日での母親の不安やディストレスからの産後うつ、

虐待の可能性の相談が増加

●生後４か月以降の児や兄姉の受け入れは困難な状況

令和７年度までの現状と課題

8,355,800円
産後ケア３体制事業、通年の体制整備
（市内の１施設で、①・②・③すべて実施）

1,178,800円
安全体制及び受入体制の強化

（市内の４施設で、②・③を実施）

9,53４,600円

総事業費
23,269千円

宿泊型サービス拡充分

拡充の内容

・産後ディストレスの緩和、産後うつや虐待リスクの低減、セーフティーネット
・夜間や休日も産後ケアに関する相談ができ、急な受入利用に対応できる体制

２４時間３６５日受入体制の整備

①

② ・ホルモン変化の激しい産後と成長が著しい時期の児への夜間ケア
・母子の安全管理の充実、兄姉や生後４か月以上の児の安全性の強化

安全体制の強化＝宿泊型における夜間２名以上の職員配置の整備

子ども子育て支援交付金【国1/2 県1/4負担】を活用

受入体制の強化＝兄姉や生後４か月以降の児の受入体制の整備

・ユニバーサルな子育て支援としての体制
・幅広い利用者が安全に使えるように整備

③

■令和8年度事業費

7,356,300円

3,770,950円

2,606,250円

市内の産後の
安心して頼れる場

宿泊型
サービス
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津市と三重県との間で、白山・美杉地域等に係る医療・介護・福祉連携業務委託等を締結

白山・美杉地域は医療資源が十分でなく、地域医療の確保に向けては、県立一志病院の役割が非常に重要

平成２４年９月から平成２８年３月末までの間、寄附講座で間接的に県立一志病院を支援 （総額103,200千円）

高齢化率が非常に高い。とりわけ美杉地域は過疎地域で高齢化率が突出して高く、また無医

地区を抱えている

津市コミュニティバスの運行など、公共交通網を整備しているものの、今後、高齢化が

進むにつれ、公共交通機関での通院が困難な住民が増加することが予想される

美杉地域は民間診療所が２施設あるものの、医師が高齢化しつつある ※現時点では1施設

白山地域
美杉地域 課題

５－（１３） 白山・美杉地域における医療・介護・福祉連携と
地域医療の確保の推進に向けた取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・福祉の多職
種連携の取組を医療機関の立場から積極的に推進するなど、白
山・美杉地域における地域包括ケアシステムの構築に向けた業務
を委託

介護保険事業
特別会計予算
決算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算
決算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算
決算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算
予算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算
予算額

9,244千円

美杉町奥津において平成29年4月3日から診療を開始した津市
家庭医療クリニックへの医師の常勤派遣、同クリニックからの訪
問診療及び伊勢地地区への巡回診療の医師派遣業務を委託

国民健康保険事業

特別会計予算
決算額

24,606千円

国民健康保険事業

特別会計予算
決算額

22,281千円

国民健康保険事業

特別会計予算
決算額

24,137千円

国民健康保険事業

特別会計予算
予算額

26,101千円

国民健康保険事業

特別会計予算
予算額

26,085千円

白山・美杉地域等における救急医療を必要とする患者の受入れ、
在宅患者への訪問診療及び訪問看護について、県立一志病院に
おいて、これらを安定的かつ継続的に実施されるよう、地域医療
体制の充実に向けた取組を実施

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
予算額

25,038千円

一般会計予算
予算額

25,038千円

地域包括ケアシステムの構築に主眼を置き、予算を編成
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５－(１４)－① 津市のコロナ対策の全体像①

148

全ての市民への支援

284.3億円

・特別定額給付金
・水道基本料金通算６か月の無料化

など

医 療

45.0億円

・新型コロナウイルスワクチン接種の実施
・医療提供体制整備支援
・特殊勤務手当の支給
・救急資機材等の購入
・高規格救急自動車の購入 など

教 育

21.5億円

・小・中学校等の児童生徒用タブレット
端末導入

・学校施設等空調設備改修/トイレ洋式化改修
・小・中学校等、幼稚園、放課後児童クラブ
感染対策

・臨時休業等に伴う家計特別支援金 など 事業者支援

33.1億円

・飲食事業者等事業継続支援金
・高速船運航事業者運航継続支援事業補助金
・地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金
・プレミアム付商品券発行
・農業経営収入保険加入支援
・感染防止対策認証施設事業継続支援金
・感染防止対策認証取得促進事業継続支援金 など

感染防止・衛生

11.5億円

・避難所用パーティション等購入
・赤外線サーモグラフィーカメラ等購入
・公共施設空調設備改修/トイレ洋式化改修
・保育所等感染防止対策
・空き家情報バンクサイト改修・デジタル
空き家見学会

・文化ホール等Ｗｉ-Ｆｉ環境整備 など

生活支援

84.9億円

・学校等給食費無償化
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
・ひとり親世帯への臨時特別給付金
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金
・生理用品無償配布 など

津市のコロナ対策
（令和元～５年度）

総額480.3億円

※財源内訳…国 461.9億円、県 2.1億円、市 2.3億円、その他 14.０億円
※令和元～５年度の決算額

５.保健・医療



T s u C i t y

５－(１４)－② 津市のコロナ対策の全体像②

特別定額給付金（277億5,892万円）
全ての市民へ

の支援 水道料金の基本料金２か月分無料化（2億2,778万円）

水道料金の基本料金４か月分無料化（4億3,891万円）

医療

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（2,690万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（20億4,743万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
医療従事者派遣事業（6,038万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（14億2,355万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
医療従事者派遣事業（2,174万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（4億8,438万円）

R2

R3

R2

R3

R2

R3

◆特別定額給付金の給付（277億5,892万円）◆全世帯と事業者の負担軽減（6億6,669万円）

◆新型コロナワクチン接種の実施（40億6,438万円） ◆病院等のコロナ対策への支援（3億4,220万円）

◆救急搬送環境の充実・感染防止対策（9,465万円）

R2

救急救助における
新型コロナウイルス感染症対策（722万円）

自動心肺蘇生器等救急資機材購入（1,984万円）

高規格救急自動車等購入（4,652万円）
救急救命士リモート教育システム導入（50万円）
消防署感染防止対策（83万円）

救急業務等感染防止用品購入（1,056万円）

救急業務等感染防止用品購入（918万円）

R2
R4

R4

284.3億円

45.0億円

R4

R3

R5

R5

R5

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（286万円）
高齢者インフルエンザ予防接種無償化（1億1,275万円）
新型コロナウイルス院内感染防止対策事業（377万円）

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（1,443万円）
応急診療所感染防止対策（103万円）
二次救急輪番病院等医療提供体制強化特別負担金（3,100万円）
新型コロナウイルス感染症急拡大準備・

二次救急輪番体制特別負担金（450万円）
新型コロナウイルス感染症急拡大対応医療環境整備支援（504万円）
新型コロナウイルス感染症予防対策用

歯科用ポータブルユニット購入（119万円）
新型コロナウイルス感染症感染拡大・

医療提供体制確保支援事業（75万円）

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（4,085万円）
新型コロナウイルス感染症患者受入病院

体制強化特別負担金（1,550万円）

特殊勤務手当（353万円）
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◆保育所・こども園における感染対策等（4億7,553万円）

５－(１４)－③ 津市のコロナ対策の全体像③
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消毒液購入（116万円）
感染防護品購入（32万円）

消毒液・窓口用アクリル製間仕切り板等購入（685万円）
公共施設消毒（45万円）
妊婦向けマスク配布（69万円）
備蓄用マスク購入（878万円）
赤外線サーモグラフィーカメラ等設置（382万円）
公共施設空調設備改修（3,502万円）
公共施設トイレ洋式化改修（1,968万円）
集会施設消毒液配布・配置等（265万円）
文化施設感染防止対策（20万円）

感染防止対策用品購入（667万円）
公共施設空調設備改修（1億4,552万円）
公共施設トイレ洋式化改修（5,465万円）
スポーツ施設空気清浄機設置（209万円）
感染拡大防止に対応した幼児健康診査（229万円）
マルチコピー機導入（412万円）
公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（105万円）
公共施設消毒（20万円）
市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症検査・診断（4万円）

公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（190万円）
感染防止対策用品購入（135万円）
公共施設空調設備改修（2億3,724万円）
公共施設トイレ洋式化改修（1,045万円）
市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症検査・診断（3万円）

公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（105万円）
感染防止対策用品購入（180万円）

感染防止・
衛生

保育所等感染防止対策（370万円）

保育所等感染防止対策（3,623万円）
緊急包括支援事業（6,032万円）
保育所等空調設備改修（3,198万円）
保育所トイレ洋式化改修（39万円）
保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金等（1,740万円）

保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金（6,423万円）
保育所等感染防止対策・かかり増し経費等支援

・ＩＣＴ環境整備（7,863万円）
保育所等トイレ洋式化改修（1,904万円）
保育士等処遇改善臨時特例事業（1,920万円）

保育士等処遇改善臨時特例事業（6,958万円）
保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金（3,488万円）
保育所等感染防止対策・かかり増し経費等支援

・ＩＣＴ環境整備（3,995万円）

R3

R2

R2

R3

公共施設ネットワーク・リモート環境整備（1,547万円）

公共施設ネットワーク・リモート環境整備（191万円）
オンラインビジネスサポート事業（65万円）
空き家情報バンクサイト改修

・デジタル空き家見学会（412万円）
文化ホール等Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（2,670万円）

R2 避難所資機材購入（5,729万円）

避難所資機材購入（1,596万円）
消毒液購入（152万円）

R3

◆避難所の感染防止対策（7,477万円）

◆公共施設等の感染防止対策（5億5,007万円）

R3

◆保育所・こども園における感染対策等（4億7,553万円）

◆リモートサービスの提供（4,885万円）

R4

R4

R211.5億円

R5

R1

R1
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ＧＩＧＡスクール構想支援（9億6,275万円）
ＧＩＧＡスクール支援員派遣（2,413万円）
ＧＩＧＡスクール端末活用のための

研修用大型テレビ配置（4,375万円）
家庭学習向け貸与用モバイル通信機器整備（1,203万円）

幼稚園ＩＣＴ環境整備（317万円）
公民館Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（930万円）

幼稚園ＩＣＴ環境整備（290万円）

教育

放課後児童クラブ運営支援（2,726万円）

放課後児童クラブ運営支援（8,301万円）

放課後児童クラブ感染防止対策・ＩＣＴ環境整備（4,793万円）
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（517万円）

放課後児童クラブ感染防止対策・ＩＣＴ環境整備（3,249万円）
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（1,694万円）

臨時スクールバス運行（84万円）
夏季休業期間中等の授業に必要となる空調稼働（4,118万円）
修学旅行支援（174万円）
不登校対策推進事業（36万円）

修学旅行支援（105万円）

幼稚園、小・中学校等再開のための消毒液購入（116万円）

学校感染防止対策（9,733万円）
幼稚園感染防止対策（906万円）
放課後子供教室の再開に伴うスタートアップ支援（54万円）
学校施設等空調設備改修（5,512万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（9,408万円）
図書館書籍消毒機導入（1,004万円）
幼稚園網戸設置（30万円）

学校感染防止対策（8,100万円）
幼稚園感染防止対策（220万円）
三重短期大学附属図書館閉館時返却等ポスト設置（10万円）
学校施設等空調設備改修（8,712万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（3,132万円）

学校感染防止対策（8,178万円）
幼稚園感染防止対策（323万円）
学校給食室調理場手洗い改修（283万円）
学校施設等空調設備改修（1億8,810万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（1,838万円）

学校施設等空調設備改修（1,221万円）

三重短期大学学生支援（120万円）

R2

R3

R2

R3

R2

R2

R2

◆教育ＤＸの推進（10億5,803万円）

◆教育施設の感染防止対策（7億7,590万円）

◆子どもたちの学びの保障（4,517万円）

◆放課後児童クラブの感染防止対策等（2億1,280万円）

◆三重短期大学学生への支援（120万円）

R3

◆臨時休業等に伴う家計支援等（5,959万円）

R2 学校給食会計支援（1,222万円）
準要保護世帯特別援助（1,856万円）
臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金等（592万円）
幼稚園かかり増し経費支援（84万円）

臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金（462万円）
幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業（83万円）

臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金（1,347万円）
幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業（313万円）R4

R3

R4

R4

21.5億円

R4

R3

R1

R1

R5

５.保健・医療



T s u C i t y

５－(１４)－⑤ 津市のコロナ対策の全体像⑤

152

事業者支援

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金（3億6,872万円）
飲食事業者事業展開支援金（125万円）
観光・イベント事業維持支援金（255万円）
スポーツ施設事業継続支援金（1億300万円）
市民活動・産業・観光施設事業継続支援金（119万円）

飲食事業者等事業継続支援金（3,980万円）
飲食・観光事業者等事業継続支援金（5,520万円）
三重とこわか国体中止に伴う津市事業者緊急支援金（1,191万円）
感染防止対策認証施設事業継続支援金（4,990万円）
農業経営収入保険加入支援（611万円）

感染防止対策認証取得促進事業継続支援金（1,080万円）
農業経営収入保険加入支援（669万円）

農業経営収入保険加入支援（762万円）

津市事業継続支援金（2,480万円）

中小企業振興事業補助金（コロナ枠）（50万円）
緊急事態宣言発令に伴う

津市事業者緊急支援金（2,343万円）

中小企業振興事業補助金（コロナ枠）（59万円）

プレミアム付商品券発行（19億7,960万円）
津がんばるマルシェ（592万円）
久居版津がんばるマルシェ（15万円）

がんばる事業者応援プロジェクト（684万円）

プレミアム付デジタル商品券発行（4億7,691万円）
津がんばる事業者情報発信支援・

相談拠点設置等（1,170万円）
久居版津がんばるマルシェ（9万円）

久居版津がんばるマルシェ（4万円）

R2 R2

R3

◆全ての業種を対象とした支援（4,932万円）

R3

◆特に影響が大きい事業者への支援（6億6,474万円）

◆店舗等への支援（24億8,125万円）

R2

R3

R4

R4

R4

33.1億円

R5

R5

◆地域公共交通事業者への支援（1億1,896万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（1,871万円）
産業・スポーツセンター

路線バス運行継続支援金（280万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（2,771万円）
地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金（269万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（4,371万円）
地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金（289万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（2,045万円）

R2

R4

R3

R5
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５－(１４)－⑥ 津市のコロナ対策の全体像⑥
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生活支援

子育て世帯への臨時特別給付金（3億4,194万円）
ひとり親世帯への臨時特別給付金（3億4,457万円）

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（2億8,184万円）

子育て世帯等臨時特別給付金（38億6,461万円）

子育て世帯等臨時特別給付金（4,019万円）

住居確保給付金（936万円）
放課後等デイサービス支援（53万円）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（2,709万円）
住民税非課税世帯等臨時特別給付金（25億6,509万円）
生理用品無償配布（58万円）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（1,680万円）
住民税非課税世帯臨時特別給付金（5億2,803万円）

民生委員・児童委員の非接触型活動支援（400万円）
社会福祉協議会支援（150万円）

コロナ禍における在宅介護予防（58万円）

R2

R2R3

R3

R3

◆給食費無償化等（4億4,065万円） ◆外国籍住民への生活支援（58万円）

◆市民活動の維持・継承（1,731万円）

住民が主体となった通いの場の再開に伴う
スタートアップ支援（367万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（199万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（452万円）
津まつり文化継承事業（95万円）
久居まつり文化継承事業（102万円）
市民活動団体活動促進事業（33万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（483万円）

R2

◆市民福祉の確保（608万円）

◆市民の日常生活の確保（31億4,748万円）

R3

自立支援強化のための多言語翻訳機導入（6万円）

外国人住民向け専門相談会（47万円）
多言語翻訳機導入（5万円）

R2給食費３か月分無償化等（4億4,065万円）

◆子育て・ひとり親世帯への家計支援（48億7,315万円）

R2

R4

R4

84.9億円

R4

R3

R2
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５－（１４）－⑦ コロナ禍における津市の生活者・事業者支援
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◆前回（平成21年時）の給付金事
務での課題を調査・研究し、申請
書を津市独自の様式に
◆オンライン申請の見切り（郵送
申請を推奨）

R2.4.16 国が給付金の支給を発表
R2.4.22 １２名の職員を配置し、給付作業工程に係る準備を開始
R2.5.1   新型コロナウイルス感染症対策（特別定額給付金関係）R２年度津市一般会計補正予算（第２号）の可決

５－(１４)－⑧ 特別定額給付金①

スタート
ダッシュ

県内最速

早期給付の工夫

専門チーム
早期立ち上げ

【電算会社】
給付業務に必要な印字システムを
約2週間前倒しで構築（県内最速
（5.10）で申請書の発送が可能に）

【三重県印刷工業組合 津支部】
申請書に同封する「返信用封筒」
及び「特別定額給付金申請書記載
要領」を1日で印刷

【郵便局】
5.10夕方、全申請書約12万6千通
のうち第1便となる約2万通の大量
発送を受け入れてくれ、最も早い
世帯では翌日の5.11に申請書送達

【銀行（指定金融機関）】
給付金の振込作業を毎日（土・日
除く）とし、振込データを渡した
翌日には申請者に振込

作業の進捗状況に合わせて、各部
局からフレキシブルな事務応援体
制を構築（膨大な事務処理を停滞
させない体制）

●R2.5.11 特別定額給付金等推進
室での給付作業に係る各業務の現
場担当責任者として辞令発令15名
●R2.5.13～5.29 開封整理、内容
点検、データ入力など各業務の応
援
・会計年度任用職員
最大時 107名

・業務応援職員（勤務時間内）
最大時 41名

・業務応援職員（夜間・土・日）
最大時 65名

●市民生活相談案内窓口での給付
金に係る受付 8名

◆専門職員の活躍（本市職員専任
のコールセンターの設置、外国語
通訳の配置、児童養護施設・医療
施設等への訪問）
◆市長Facebookでリアルタイムに
情報発信 等

職員の
総動員

地元企業・
郵便局・銀
行の協力

申請方法
の割り切

り

専門職員の
活躍・情報

発信
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５－(１４)－⑨ 特別定額給付金②

【早期給付の実現】津市の特別定額給付金給付率の推移

申
請
書
の
発
行

5/10

（
県
内
最
速
） 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/108/12

申請〆切

５月１１日の振込開始日から
３週間後の６月１日には
給付率が８４．１１％に！

振込開始

３週間

給付対象件数

【世帯数】１２万７,０８６世帯 【人口】２７万７,２１１人
最終実績値

９９．５２％

5/11 6/1

８４．１１％
３か月（申請期間）

全国自治体の給付率３０．２％
（R２.６.５時点、総務省）

※R2 6/27 日本経済新聞より

さいたま市 3.1％

京都市 3.1％

大阪市 3.1％

千葉市 3.6％

静岡市 3.8％

津市 96.1％

山口市 94.0％

青森市 94.0％

熊本市 94.0％

前橋市 93.8％

（注）6月中旬時点

支給率は地域間格差が大きい

支給率が低い自治体

支給率が高い自治体

津市は・・・

（R2年）

※全国自治体の
給付率98.5%

（R２.８.２１日時点、
総務省）

156

５.保健・医療



T s u C i t y

５－(１４)－⑩ 【市長コラム】 「特別定額給付金」を一刻も早くお届けします

令和２年６月１日号 広報津より
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５－(１４)－⑪ 新型コロナウイルスワクチン接種①

集団接種（常設型・巡回型）と個別
接種の併用

※（）内予約開始時期

独居・老老世帯高齢者の
送迎による接種

64歳以下の一般接種を高齢者施
設の従事者から開始

津市独自の判断による子どもと接
する従事者への優先接種

●集団接種
✓ 常設型（5/1～）：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ、

ｲｵﾝﾓｰﾙ津南〔9月末まで〕、久
居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

✓ 巡回型（6/14～）：公共施設
（県立一志病院、美杉総合支所）

✓ 三重中央医療ｾﾝﾀｰ（6/7～）
✓ 【県実施】三重大学三翠ﾎｰﾙ

（6/7～）
●個別接種
✓ 接種協力医療機関（5/12～）：

135か所〔11/30時点〕

●ﾜｸﾁﾝ接種が困難な独居および
老老世帯高齢者に対し、送迎に
よる介護老人保健施設での接種
を実施

●受付：6/8～7/31
●定員：先着300人

●集団接種・個別接種とは別枠で
実施

●受付：6/18～
●国が示した接種順位①医療従事
者、②高齢者、③基礎疾患を有
する者、高齢者施設等の従事者
に加え、④津市独自の裁量で64
歳以下の障がい者施設等の入所
者、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等の居宅ｻｰﾋﾞｽ、
訪問系ｻｰﾋﾞｽ従事者にも接種を
実施

●国が示した接種順位①～③、津
市独自の裁量④に加え、⑤子ど
もと接する従事者にも接種を実施
●対象者向けに別枠の特設会場
を設置

●特設会場
三重中央医療ｾﾝﾀｰ、永井病院、
フェニックス検診ｸﾘﾆｯｸ、介護老
人保健施設ﾛﾏﾝ・いこいの森

12歳以上64歳以下の方への
一般接種（対象となる市民約16万

6,800人⇒高齢者の約2倍）

●7/1からの接種券発送に先立ち、
予約を含めた接種体制を見直し

✓ 予約枠の2割増
✓ 歯科医師の参加による接種体制
強化

✓ ｽﾑｰｽﾞな動線確保を含む会場ﾚｲｱ
ｳﾄ見直し

✓ 直接予約の個別接種について津
市HPに接種協力医療機関のﾘｽﾄ
を掲載

●基礎疾患を有し入院・通院中の
方々（約1万3,000人）に先行接
種

✓ 7/2から2週間をかかりつけ医
等で優先予約

●基礎疾患を有する人以外の優
先予約期間を7/16から開始

✓ 集団・個別接種ともに年齢区分
ごとに順次受付

✓ 8/25から12歳以上のすべての
人が接種予約可能に

（受付終了）妊婦への優先接種

●妊娠中の人とその夫またはﾊﾟｰﾄ
ﾅｰに優先接種を実施

●会場：三重中央医療ｾﾝﾀｰ
●予約枠：1,800人分（425人申込）

（受付終了）小・中・高校生向け
優先接種

●妊婦への優先接種の予約枠残
で小・中・高校生向け優先接種

●予約枠：1,375人

10月から土曜日の集団接種を
21時まで延長（11/6まで）

県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●予約枠：4,200人

健康づくり課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室（※）

R3.1.8 健康づくり課に３名増員
２.８ 新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置《１１名体制》

4.26 ４名増員（業務応援）
6.7 ９名増員（4/26付業務応援職員2名含む） 《２０名体制》

10.1 ４名増員《２４名体制》

新型コロナウイルス
ワクチン接種を
着実かつ迅速に

推進‼

健康づくり課に「新型コロナウイルスワクチン接種推進室」を設置【令和３年２月８日付】

推進体制の
整備経過

初回接種（１、２回目）に向けた取組

R4.3/14 小児（5～11歳）接種開始
3/9 接種券発送

R4.11/14 乳幼児(6か月～4歳)
接種開始、接種券は

11/4～事前発送、11/25一斉発送
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５－(１４)－⑫ 新型コロナウイルスワクチン接種②

（初回接種）（初回接種）
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５－(１４)－⑬【市長コラム】正念場を迎えたワクチン接種

令和３年８月１日号 広報津より

160

５.保健・医療



T s u C i t y

５－(１４)－⑭【市長コラム】今、ワクチンは足りているのか

令和３年１０月１日号 広報津より
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土曜日の集団接種を
21時まで延長

●土曜日の集団接種を、18時15分
～21時まで延長

✓ 津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ R4.3/12・19
✓ 久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内3/12・19・26

R4.3/25 12歳から17歳も
追加接種の対象に（ﾌｧｲｻﾞｰﾜｸﾁﾝ）

●4/18 接種券発送（約6,000
通）

●接種協力医療機関で個別接種
開始

●5/28、8/27 優先接種（集団）

５－(１４)－⑮ 新型コロナウイルスワクチン接種③

初回接種完了から6か月経過した
医療従事者から追加接種開始

初回接種完了から6か月経過した
高齢者施設等入所者及び従事者に

追加接種を開始

●勤務先での接種
✓ 4機関（三重病院等） 12/9～
計4,450人程度

✓ 市内その他の医療機関R4.1月
～

●集団接種特設会場
日程：1/8・9・15【ﾌｧｲｻﾞｰ】、

1/29【ﾓﾃﾞﾙﾅ】
会場：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ

久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

●集団・個別接種とは別枠で実施
●R4.1/6～：介護老人保健施設で
追加接種開始【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】

●2/1～：その他の高齢者施設で
追加接種開始【ﾓﾃﾞﾙﾅ】

3回目接種完了から5か月経過した
対象者から4回目接種開始

3回目接種を完了した
対象者に順次接種券を発送

●対象：3回目接種から5か月経過
した①または②に該当する人

①60歳以上
②18歳から59歳で基礎疾患のあ
る人、医療・高齢者施設等従事者等
●接種券発送：5/27～
①接種日に応じて順次発送
②申し込み受付後、順次発送

希望する市民への初回接種（1回目・2回目）を令和3年11月末に完了

追加接種（３回目・４回目）に向けた取組

初回接種完了から一定期間経過し
た市民の追加接種を実施

●集団接種
✓ 常設型（R4.2/6～）：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚ
ｽ、久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

✓ 巡回型（3/13）：美杉総合支所
【ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●個別接種
✓ 接種協力医療機関（2/1～）
【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●2/9以降予約枠に空きがあれば
全市民が6か月経過で接種可能に

初回接種を完了した18歳以上の
対象者に順次接種券を発送

●医療従事者 11/26～順次
●その他の方 R4.1/20～順次
●接種券発送を前倒し
✓ 高齢者：7か月経過→6か月経過
✓ 一般：8か月経過→7か月経過

●接種券発送を再度前倒し
✓ 一般：7か月経過→6か月経過
●接種券発送を再度前倒し
✓ 高齢者・一般：6か月経過
→5か月経過

●集団接種
✓ 常設型（7/16～） ：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ、
久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

✓ 巡回型（8/28）：美杉総合支所
【ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●個別接種
✓ 接種協力医療機関（5/30～）
【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】

県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：7/9・16、9/17
●予約枠：各日700人

３回目接種（R3.11.26～） ４回目接種（R4.5.27～）

R4.6月～武田社ﾜｸﾁﾝ（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）
接種開始（初回・3回目）

●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種
ｾﾝﾀｰ、市内接種協力医療機関

県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：R4.1/30、2/5・6・26・
27、3/5・6、4/29
●予約枠：5,700人

小児（5～11歳）への追加接種開始

●R4.9/12 接種券発送（前回接
種から5か月経過後）

●接種協力医療機関で個別接種
開始
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県によるﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：10/1・22、11/26、12/10・18、

1/14、2/11、 3/25
●予約枠：4,400人

５－(１４)－⑯ 新型コロナウイルスワクチン接種④

武田社ワクチン（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）が
令和4年秋開始接種の対象に

●11/8以降、初回接種を終えた18 歳以上
を対象に3・4・5回目のいずれかで1回接
種可能に

●接種間隔：前回の接種から3か月以上経
過後

●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種ｾﾝﾀｰ、
市内接種協力医療機関

令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン）

オミクロン株対応ワクチン（3回目・4回目・5回目）接種に向けた取り組み（R4.10.1～）

集団接種（常設型・巡回型）と
個別接種の併用

●接種間隔：前回の接種から5か月以上経
過後→10/21～3か月に短縮

●接種対象：【9月時点】4回目未接種者（60
歳以上、18歳以上で基礎疾患を有する人
等→【9/29】12歳以上の全ての人に接種
対象を拡大、接種券発送

●集団接種
✓ 常設型（10/1～3/11）：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ、久

居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内【10/1～ﾓﾃﾞﾙﾅBA.1、
12/8,10,11ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5、12/15
～ﾓﾃﾞﾙﾅBA.4/5、2/18～ﾌｧｲｻﾞｰ
BA.4/5】

✓ 巡回型（12/11）：美杉総合支所【ﾌｧｲｻﾞ-
BA.4/5】

●個別接種
✓ 接種協力医療機関（10/11～）

：145か所【10/11～ﾌｧｲｻﾞｰBA.1、
11/14～ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5】

ワクチンの種類

接種間隔

接種対象

オミクロン株対応2価ワクチン（ファイザーBA.1、BA.4/5、モデルナBA.1、BA.4/5）、武田社ワクチン（ノババックス）

前回の接種から3か月以上 ※ノババックスは6か月以上

12歳以上で3・4・5回目いずれかの接種がまだ済んでいない人 ※接種は１人１回、ノババックスは18歳以上

5歳以上11歳以下で初回接種(1.2回目)が完了した人（令和5年3月8日開始）

接種実施期間 令和4年10月1日から令和5年5月7日まで

• 令和4年秋開始接種は、
令和5年5月7日をもって終了

同年5月8日から
『令和5年春開始接種』を実施
【対象者】
①高齢者（65歳以上）
②基礎疾患を有する方（12～64歳）
③医療従事者等
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５－(１４)－⑰ 新型コロナウイルスワクチン接種⑤

令和５年春開始接種（オミクロン株対応ワクチン）

オミクロン株対応ワクチン（３回目・４回目・５回目・６回目）接種に向けた取り組み（R５.５.８～）

個別接種と巡回型集団接種で対
応

●接種対象：初回接種（1.2回目
接
種）を終了した方で、
①高齢者（65歳以上）
②基礎疾患を有する方
（12～64歳）

③医療従事者等
●接種間隔：前回の接種から3か
月以上経過後

●個別接種
接種協力医療機関（5/8～）
126か所【ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5】

●巡回型集団接種
6/4：美杉総合支所
【ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5】

ワクチンの種類

接種間隔

接種対象

オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザーBA.1、BA.4/5、モデルナBA.1、BA.4/5）、武田社ワクチン（ノババッ
クス）

前回の接種から３か月以上 ※ノババックスは6か月以上

初回接種（1.2回目接種）を終了した以下の方 ※接種は１人１回、ノババックスは12歳以上
①高齢者（65歳以上） ②基礎疾患を有する方（12～64歳） ③医療従事者等

• 令和５年春開始接種は、
令和５年９月１９日をもって終了

• ６か月以上の全ての方を対象に令和５
年９月から令和６年３月３１日までの間
に『令和５年秋開始接種』を実施

接種実施期間 令和５年５月８日から令和５年９月１９日まで

県による武田社ワクチン
（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）接種

●接種間隔：前回の接種から6か
月以上経過後

●接種日：5/18、6/15、7/20、
8/17
●接種人数：各30名
●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種
ｾﾝﾀｰ
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５－(１４)－⑱ 新型コロナウイルスワクチン接種⑥

令和５年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン（XBB.1.5））

オミクロン株対応ワクチン（３回目・４回目・５回目・６回目・７回目）接種に向けた取り組み（R5.9.20～）

追加接種

●接種対象：追加接種が可能な全ての年
齢の方
●接種間隔：前回の接種から3か月以上経
過後
●個別接種：接種協力医療機関
（9/20～）127か所【ﾌｧｲｻﾞｰXBB.1.5】
●巡回型集団接種：美杉総合支所
（10/29）【ﾓﾃﾞﾙﾅXBB.1.5】

ワクチンの種類

接種間隔

接種対象

オミクロン株対応１価ワクチン（ファイザーXBB.1.5、モデルナXBB.1.5、第一三共XBB.1.5）

追加接種は、前回の接種から３か月以上

初回接種（1・2回目接種）を終了した生後６か月以上の全ての方

予防接種法上の特例臨時
接種の接種実施期間及び
令和５年秋開始接種は、
令和６年３月３１日をもっ
て終了

接種実施期間 令和５年９月２０日から令和６年３月３１日まで

県による武田社ワクチン
（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）接種

●接種対象：12歳以上の方
●接種間隔：追加接種は、前回の接種か
ら6か月以上経過後
●接種日：9/21、10/19、11/16、12/21
●接種人数：各30名
●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種ｾﾝﾀｰ

初回接種

●接種対象：生後6か月以上の全ての方
●個別接種：接種協力医療機関
（9/20～）43か所【ﾌｧｲｻﾞｰXBB.1.5】

県による第一三共社ワクチン接種

●接種対象：12歳以上の方
●接種間隔：追加接種は、前回の接種から
3か月以上経過後
●接種日：1/18、2/8、3/21（予定）
●接種人数：各30名
●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種ｾﾝﾀｰ
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５－(１４)－⑲ 新型コロナウイルスワクチン接種⑦

令和７年度から新型コロナワクチンの自己負担額が変わります

特例臨時接種（令和５年度まで）

●接種の分類：特例臨時接種
●接種対象：生後６か月以上の者

●接種勧奨：あり
●接種場所：個別接種、集団接種
●自己負担：なし
●接種券：送付あり

（生活保護受給者は無料）

定期接種（令和６年度以降）

●接種の分類：B類疾病の定期接種
●接種対象：①６５歳以上の人

②６０～６４歳で重症化リスクの高い人
●接種勧奨：なし
●接種場所：個別接種
●自己負担：あり
●接種券：送付なし

令和5年度 令和6年度から

令和6年3月31日で
令和5年秋開始接種終了 定期接種化

高齢者インフルエンザワクチン
と同様の定期接種に位置づけ
（自己負担あり）

５.保健・医療

令和7年度

接種費用

約５割 国助成
8,300円

約７割
市費

約３割

接種費用

国助成 なし

約７割
市費

約３割

自己負担額 2,100円 自己負担額 4,600円

接種費用

全額（１０割）国助成

（生活保護受給者は無料）

自己負担額 0円

国の助成が廃止されたため、

自己負担額を変更

●接種期間：毎年１０月から翌年１月
（予定)

●接種方法：県内協力医療機関に予約
をし、医療機関に設置の
予診票を使用し、接種を受
ける
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対象者

接種
の受け方

接種場所

帯状疱疹ワクチンは２種類あり、いずれか１種類を接種

5－（１５） 帯状疱疹ワクチン定期接種

令和７年度から、帯状疱疹の定期予防接種 開始

疾病の特徴
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症 状

・帯状疱疹は、過去に水痘（水ぼうそう）にかかった時に体の中に潜伏したウイルスが、加齢や疲労により免疫が
低下した際などに、再活性化することで発症する疾病

・７０歳代で発症する人が最も多い

・かゆみや痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が、神経に沿って体の左右どちらかに帯状に出現する

・合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、
日常生活に支障をきたすこともある

帯状疱疹やその合併症はワクチンによって予防できる

令和７年度から、帯状疱疹ワクチンが定期接種化

①生ワクチン ②組換えワクチン

接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種

接種回数・間隔 １回
２回

（２か月以上の
間隔をあける）

ワクチ
ンの
予防効
果

１年後 ６割程度 ９割以上

５年後 ４割程度 ９割程度

１０年後 ー ７割程度

ワクチンの種類

＊合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、
接種後３年時点で、生ワクチンは６割程度、組換えワクチンは９割以上
と報告されています。

⑴接種協力医療機関に予約し、対象者に送付の予診票
を用いて接種

⑵組換えワクチンを接種した人は、２回目用の予診票は
医療機関に設置した予診票を用いて接種

⑴年度内に６５歳を迎える人

定期接種の対象期間は生涯で決められた１年間

三重県内の接種協力医療機関

自己負担
（令和７年度）

①生ワクチン ２,６００円

②組換えワクチン ６,６００円
（１回あたり）

⑶経過措置対象者：令和７年度から令和11年度（５年間）
その年度内に７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・
９５歳・１００歳になる人も対象

⑵接種当日に６０～６４歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能な人

⑷令和７年度に限り,１００歳以上の人は全員対象
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5－（１６） こども安心サポート任意予防接種費用助成事業

令和７年７月から、こどもの任意予防接種の費用助成事業 開始

ワクチンの種類

目 的

①おたふくかぜ（流行性耳下腺炎） ②骨髄移植等の理由による再接種 ③小児の季節性インフルエンザ

５.保健・医療

・こどもが健やかに生活できるよう、ワクチンで防げる疾患に対する接種費用を助成する

・保護者の経済的、心理的な負担軽減を図り、こどもの病気を予防するとともに、保護者が安心して仕事等に携わることが
できる環境を充実させる

③小児の季節性インフルエンザ

対 象 ：満１歳から就学前の幼児
小学生以上の小児慢性
特定疾病医療受給者

回 数 ：期間内に１回
助成金額：上限２，０００円
実施場所：県内協力医療機関
接種期間：10/1～翌年1/31

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

令和7年10月から

①おたふくかぜワクチン

（流行性耳下腺炎）

対 象：接種日に１歳～２歳
（３歳の誕生日の前日まで）

回 数：初回接種の１回
助成金額：上限3,500円
実施場所：県内協力医療機関

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

②骨髄移植などの理由による再接種

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

対 象 ：接種日に２０歳未満で
医師が必要と判断した人

回 数 ：再接種の必要な回数
助成金額：接種に係る費用（上限あり）
実施場所：協力医療機関

令和7年7月から

①おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）

接種に係る保護者

に優しく、利便性
を考えた方法を取
り入れている

②骨髄移植等の理由に

よる再接種

※①②は、令和７年４月～６月の接種分も

助成対象（償還払い対応）

①③は、医療機関に、接種の「申請書」を提出す
ることで、医療機関の窓口で、費用助成を受け
ることができる

②は対象接種の確認のため、
事前申請が必要

財 源 １，９０８万円 （全額こども基金を活用）（令和７年度）

受給者証の写しの
提出で窓口申請
不要となります

手続き方法 ＊令和７年４月から６月に接種した人の手続き方法

③小児の季節性インフルエンザ
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